
総務企画委員会会議記録

総務企画委員長 井上 明夫

１ 日 時

平成３０年９月１９日（水） 午後１時３２分から

午後４時００分まで

２ 場 所

第４委員会室

３ 出席した委員の氏名

井上明夫、吉岡美智子、井上伸史、近藤和義、阿部英仁、原田孝司、馬場林

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

な し

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

総務部長 和田雅晴、企画振興部長 岡本天津男、

ほか関係者国民文化祭・障害者芸術文化祭局長 土谷晴美

７ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

８ 会議の概要及び結果

（１）第８６号議案のうち本委員会関係部分及び第８８号議案から第９１号議案までについて

は、可決すべきものと、いずれも全会一致をもって決定した。

（２）公社等外郭団体の経営状況等について、大分県長期総合計画の実施状況について、国民

文化祭、全国障害者芸術・文化祭の準備状況についてなど、執行部から報告を受けた。

（３）閉会中の継続調査について、所定の手続を取ることとした。

９ その他必要な事項

な し

１０ 担当書記

議事課議事調整班 課長補佐（総括） 佐藤晋一

政策調査課調査広報班 主査 濱田誠吾



総務企画委員会次第

日時：平成３０年９月１９日（水）１３：３０～

場所：第４委員会室

１ 開 会

２ 総務部関係 １３：３０～１４：１０

（１）付託案件の審査

第 ８６号議案 平成３０年度大分県一般会計補正予算（第２号）

（本委員会関係部分）

第 ８８号議案 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一部改正につい

て

第 ８９号議案 大分県地方行政機関設置条例等の一部改正について

第 ９０号議案 大分県使用料及び手数料条例の一部改正について

（２）諸般の報告

①公社等外郭団体の経営状況等について

②公益財団法人大分県自治人材育成センターの経営状況を説明する書類の提出につい

て

③大分県税条例施行規則の一部改正について

（３）その他

３ 企画振興部関係 １４：１０～１５：１０

（１）付託案件の審査

第 ８６号議案 平成３０年度大分県一般会計補正予算（第２号）

（本委員会関係部分）

第 ９１号議案 美術品の取得について

（２）諸般の報告

①大分県長期総合計画の実施状況について

②公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の経営状況を説明する書類の提出について

③公立大学法人大分県立芸術文化短期大学の平成２９事業年度の業務実績及び中期目

標期間の業務実績に関する評価結果について

④公益財団法人大分県芸術文化スポーツ振興財団の経営状況を説明する書類の提出に

ついて

⑤大分高速鉄道保有株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

⑥大分航空ターミナル株式会社の経営状況を説明する書類の提出について

⑦公益社団法人ツーリズムおおいたの経営状況について

⑧株式会社別府交通センターの経営状況について

⑨株式会社サン・グリーン宇佐の経営状況について

⑩株式会社大分フットボールクラブの経営状況について

⑪一般財団法人大分県自動車会議所の経営状況について

（３）その他



４ １５：１０～１５：５０国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係

（１）諸般の報告

①国民文化祭、全国障害者芸術・文化祭の準備状況について

（２）その他

５ 協議事項

（１）閉会中の継続調査について

（２）その他

６ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

ただいまから総務企画委員井上（明）委員長

会を開きます。

本日審査いただく案件は、今回、付託を受

けました議案５件であります。

この際、案件全部を一括議題とし、これよ

り、総務部関係の審査に入ります。

まず、第８６号議案平成３０年度大分県一

般会計補正予算（第２号）のうち、総務部関

係部分について、執行部の説明を求めます。

初めに私の方から一言御挨拶と、和田総務部長

本日審査をお願いしている案件等について概括

的に御説明を申し上げたいと思います。

まず、それに先立ちまして、このたび、８月

２９日に生活環境部の職員が収賄容疑で逮捕さ

れました。災害からの復旧・復興や大分県版地

方創生に向け、職員が一丸となり職務にあたっ

ている中、職員が逮捕されるという事態に至り

ましたことは誠に遺憾であり、県民の県政に対

する信頼を損なったことにつきまして、ここに

深くおわび申し上げます。

これまでも、県職員は県民の奉仕者としての

立場を十分自覚し、常に公務員としての節度を

保ち、私事も含めて信用を失墜させる行為を行

うことのないよう、ことあるごとに指導したと

ころでありますが、今後より一層の綱紀粛正と

服務規律の保持を徹底してまいります。

それでは、本日の委員会では、付託案件とし

て、７月豪雨災害からの復旧・復興に向け必要

な経費を追加するとともに、倒壊の危険性があ

るブロック塀の撤去などプラン２０１５の施策

推進に要する経費を計上した平成３０年度大分

県一般会計補正予算案のほか、前回の委員会で

報告させていただきました佐伯・豊後大野両県

税事務所の廃止などの県税事務所の再編に係る

関係条例の改正案など４件の審査をお願いしま

す。

その後、諸般の報告として、平成２９年度の

公社等外郭団体の経営状況等の全体の概要につ

いて、そして、当部が所管しています公益財団

法人大分県自治人材育成センターの経営状況に

ついて、最後に大分県税条例施行規則の一部改

正についての３件を報告させていただきます。

このうち、大分県税条例施行規則の一部改正

については、関係団体の要望等を踏まえ、社会

福祉法人等に係る自動車税の課税免除の対象事

業を拡大するものです。

各事項の詳細については、それぞれ担当する

所属長から説明させていただきますので、どう

ぞよろしくお願いします。

それでは、第８６号議案平成３佐藤財政課長

０年度大分県一般会計補正予算（第２号）の歳

入全般と総務部関係の歳出について御説明させ

ていただきます。まず、議案書の１ページをお

開きください。

今回の補正額は第１条のとおり５４億５，０

２１万２千円の追加でして、累計の予算額は６，

２４４億６，７３１万円となります。

補正予算案の主な内容について、別途お配り

しています総務企画委員会資料の１ページの中

ほど１補正概要のとおり、（１）７月豪雨災害

復旧・復興対策として１４億４，５７９万５千

円を、また、（２）「安心・活力・発展プラン

２０１５」の取組として１４億９，８４３万１

千円を計上するとともに、（３）その他のとお

り、２９年度決算で生じた剰余金の一部２５億

５９８万６千円を財政調整用基金などへ積み立

てるものであります。

次に、歳入について説明いたします。平成３

０年度補正予算に関する説明書の１ページをお

開きください。

今回補正いたしますのは、一番下の第７款分

担金及び負担金左から３列目の補正額１，４４

４万３千円から、次のページの下から２番目、

第１５款県債の１７億４，３００万円までを合

わせた合計で、一番下の歳入合計欄のとおり５

４億５，０２１万２千円となります。
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その内訳について説明します。５ページをお

開きください。

第７款分担金及び負担金１，４４４万３千円

は、７月豪雨災害復旧のため実施する急傾斜地

崩壊対策事業の市町村負担金でございます。

７ページをお開きください。第９款国庫支出

金１億９，９４９万５千円について、主なもの

は、第２項国庫補助金の上から２番目第１０目

災害復旧費国庫補助金１億８，４３２万３千円

でございます。これは７月豪雨災害復旧のため

実施する漁港災害復旧事業に伴うものです。

次に９ページをお願いします。第１２款繰入

金につきましては、県有施設整備等基金をブロ

ック塀等緊急安全対策事業に４億２，７００万

円、産業廃棄物税基金を７月豪雨災害復旧のた

め実施する海岸漂着物地域対策推進事業に６９

９万円充当するものです。

次に１１ページをお開きください。第１３款

繰越金３０億５，９２８万４千円については、

２９年度の決算剰余金を計上しております。

続きまして１３ページをお開きください。第

１５款県債１７億４，３００万円について御説

明します。

第１目総務債７，１００万円は県央飛行場機

能強化事業に充当するものです。その下の第４

目土木債の道路債、河川債、砂防債及び第７目

災害復旧債については、７月豪雨災害の復旧事

業に充当するものです。その他の教育債などは、

県立学校など県有施設のブロック塀の緊急安全

対策事業に充当するものです。

次に、総務部関係の歳出について、御説明い

たします。３９ページをお開きください。

第１３款諸支出金第１項積立金は、条例に基

づき２９年度決算剰余金の３分の１相当額であ

る１０億１，９７９万５千円を、財政調整基金

及び減債基金にそれぞれ積み立てるほか、今後

の県有施設の計画的保全に備え、一番下の県有

施設整備等基金に４億６，６３９万６千円を積

み立てるものです。

以上で説明は終わりました。井上（明）委員長

これより質疑に入ります。どなたかございま

したら聞かせていただきたいと思います。特に

ありませんでしょうか。

このブロック塀を今度、何に井上（伸）委員

替えるんですか。

内容的には、種々場所によって佐藤財政課長

異なると思いますけれども、ブロック塀を低く

して、その上にアルミ等の目隠しをするような。

必要な場合は目隠しのパネルを置くとか、もし

くは、ブロック塀で全体的に高さを抑えて、ブ

ロック塀でやるところはブロック塀をきちんと

した基準に基づいて作るとか。あるいは、撤去

してしまうとか、各場所によっていろいろ、そ

この場所に合った形で検討していただくように

しております。（「分かりました」と言う者あ

り）

ほかにございませんでしょ井上（明）委員長

うか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようで井上（明）委員長

すので、これで質疑を終わります。

なお、第８６号議案の採決は、企画振興部関

係の審査の際に一括して行います。

次に、第８８号議案行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法

律に基づく個人番号の利用等に関する条例の一

部改正について、執行部の説明を求めます。

第８８号議案について御説中村行政企画課長

明をいたします。

議案書は２０ページとなりますが、総務企画

委員会資料で説明させていただきます。資料の

５ページをお開きください。

１改正理由のとおり、生活保護法の一部改正

による行政手続における特定の個人を識別する

ための番号の利用等に関する法律、いわゆるマ

イナンバー法の一部改正に伴い、行政手続にお

ける特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する法律に基づく個人番号の利用等に関す

る条例、いわゆるマイナンバー条例の一部を改

正するものです。具体的には２段目以降のパラ

グラフのとおり、生活保護法において、大学等

進学の際の新生活立ち上げの費用として進学準

備給付金が創設されるとともに、マイナンバー

法において、個人番号利用事務及び情報連携の
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項目に生活保護法による進学準備給付金の支給

が規定されたところです。

一方、生活保護法による保護に準じて行う、

外国人に対する保護に係るマイナンバーの利用

を行う事務については、地方公共団体の独自利

用事務としてマイナンバー条例に規定している

ことから、今回外国人に対する進学準備給付金

の支給についても、同様に規定するものです。

２改正内容ですが、（１）マイナンバーを利

用することができる事務及び（２）同一機関内

で情報提供が可能となる情報に外国人に対する

進学準備給付金の支給等を追加するため、別表

第１から別表第３にそれぞれ項目を追加するも

のです。

３施行期日ですが、公布の日としております。

以上で説明は終わりました。井上（明）委員長

これより質疑に入ります。どなたかございます

でしょうか。

外国人にもマイナンバーは適用され原田委員

るんですか。

住民基本台帳を有している中村行政企画課長

方には番号を発行しますので、外国人にも一定

の在留資格をお持ちの方には適用されます。

ほかにございませんでしょ井上（明）委員長

うか。

〔「なし」と言う者あり〕

特になければ、これより採井上（明）委員長

決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は井上（明）委員長

原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、第８９号議案大分県地方行政機関設置

条例等の一部改正について、執行部の説明を求

めます。

お手元の総務企画委員会説明資吉冨税務課長

料の６ページをお開き願います。議案書は２１

ページですが、お手元の資料により説明させて

いただきます。

１の改正理由のとおり、業務の効率化や職員

の専門性向上を図り、行財政改革を推進するた

め、県税事務所の再編等を行うことに伴い、大

分県地方行政機関設置条例等の一部を改正する

ものです。

２の主な改正内容についてですが、（１）大

分県地方行政機関設置条例の一部改正について

は、佐伯と豊後大野県税事務所を廃止すること

に伴い、両事務所を削除し、その所管区域を大

分県税事務所に追加するものです。なお、納税

事務所の設置については、本条例の改正とあわ

せて、大分県行政組織規則に大分県税事務所の

支所として規定する予定としています。

（２）大分県税条例の一部改正については、

県税事務所の再編とあわせて業務の効率化を進

めるため、別府・日田・中津県税事務所で行っ

ています法人二税と県民税利子割に係る課税業

務を大分県税事務所に集約することに伴い、地

方税法の規定に基づく県税事務所長に対するこ

れらの税に係る知事の権限を委任する規定を改

めるものです。あわせて、公示送達に係る規定

の整備も行います。

（３）その他規定の整備については、引用す

る法律の一部改正に伴い規定の整備を行うもの

です。

３の施行期日については、平成３１年４月１

日からとしていますが、２の（３）の規定の整

備については、改正法の施行日としています。

以上で説明は終わりました。井上（明）委員長

これより質疑に入ります。どなたか質疑はご

ざいませんでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは別に御質疑もない井上（明）委員長

ようですので、これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は井上（明）委員長

原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、第９０号議案大分県使用料及び手数料

条例の一部改正についてですが、本議案につい

ては、関係する土木建築委員会に合い議をして
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おりますことを申し添えます。

それでは、執行部の説明を求めます。

第９０号議案大分県使用料及び佐藤財政課長

手数料条例の一部改正についてです。議案書は

２３ページですが、総務企画委員会資料で説明

させていただきます。資料の７ページをお開き

ください。

今回の改正は、１の基本的な考え方のとおり、

法令の改正等による手数料の新設及び廃止の改

正を行うものです。

まず、①の建築基準法関係事務です。建築物

の敷地と道路の関係については、建築物の敷地

は、道路法に基づく国道や県道など道路に２メ

ートル以上接していなければならないとされて

いますが、特例として、交通上、安全上支障が

ないなど、一定の要件を満たす建築物について

はこの限りでなく、行政庁が建築審査会の同意

を得て許可することができることとなっていま

す。

今回、建築基準法の一部改正により、特例の

うち避難及び通行の安全上必要な道の基準、例

えば幅員４メートル以上の農道及び利用者が少

数である建築物の基準を満たすものについては、

建築審査会の同意を要しない認定によることが

可能となったものであります。そのため、建築

物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

を新設するものです。手数料の額は、審査手順

が同等の事務を基に設定した金額です。

次にその下ですが、仮設建築物についてはこ

れまで１年が存続期間の上限でありましたが、

建築基準法の一部改正により、国際的規模の競

技会等の用に供することなどにより１年を超え

て使用する特別の必要がある場合は、建築審査

会の同意を得れば１年を超える許可ができるこ

ととなったため、仮設建築物建築許可申請手数

料を新設するものです。手数料の額は、審査手

順が同等の事務を基に設定した金額です。

次に、②住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅

の供給の促進に関する法律関係事務です。これ

は昨年の法改正により住宅確保要配慮者の入居

を拒まない賃貸住宅の登録制度が創設されたも

のですが、申請者の事務的煩雑さや手数料の金

額的負担等により登録が進まない課題が全国的

にありました。

そのため、国は登録促進に向け、これまでの

方針を改め、規則改正及び登録申請システムの

改修を行い、審査事務を大幅に簡素化するとと

もに、今回の登録は福祉的側面が大きいため、

国から地方公共団体に対し、手数料を徴収しな

いこととするなどの見直し要請が行われました。

これを受け、県としても当該事務の目的などを

総合的に判断し、手数料を廃止し無料化するも

のです。

最後に、条例の施行日は条例の公布日として

います。

以上で説明は終わりました。井上（明）委員長

これより質疑に入ります。どなたかございま

せんでしょうか。

２点教えていただきたいと思い吉岡副委員長

ます。

一つは①の建築基準法関係事務なんですけど、

今回新設されましたが、ちょっと前、相談した

ことがありまして、例えば密集地域、佐賀関と

かがありますよね。海沿いの住宅地というのは

密集していて、あそこは戸建ての家がいっぱい

並んでいます。結構高齢になって、もう空き家

になって、それを取り壊すまではいいけど、そ

の後の使いようがないという御相談があったん

ですね。家を建てるには２メートル以上の幅が

ないといけないという問題があり、住宅密集地

の里道ではないけど、みんなで使っている共有

地の狭い道路、そこに密集した家々というのに

は適用されないとは思うんですが、今度の手数

料新設にあわせて、これからそれはどういう方

向になって――最後全部空き家になるまで潰し

てしまったら、使いようがないのかなというの

が一つです。

もう一つ、②なんですけど、これはとても大

事だと思うんですけど、例えば、手数料を廃止

したら、増えるのかなと思ったんです。家主さ

んは家をきちっと規定どおりに整備したもので

ないとできないから、そこに費用がかかるから

進まないのかなと。そこら辺の原因を教えてい

ただければと思います。
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まず一つ目ですが、委員がおっ佐藤財政課長

しゃったような佐賀関の狭い地域で住宅が密集

しているようなところは、この対象にならない

と思います。これは、あくまで道路と言われる

国道とか県道に２メートル以上接しているとい

う原則に対して、農道とかであっても、例えば

幅員が４メートル以上ということで、何かあっ

たとき避難ができるというところで、人が余り

集まらない民家とか、そういうのを建てる場合

については、今まで許可制であったものを認定

制に変えるという事務です。やはり一定程度道

路に面しているというところの基準は変わって

おりませんので、委員がおっしゃたような里道

の中で２メートルの建物と道路の敷地が確保で

きないとか、幅員が４メートル以上ない道路と

かは、今回の改正には当たらない部分です。

ただ、おっしゃるとおり、住宅密集地や路地

等で、昔建てた家をどうするかというところは

確かに問題がいろいろあると思います。

土木の方でも、そういった住宅地については、

例えば、都市計画であれば区画整理を行って道

路を通してやるという方法等はあると思うんで

すけど、なかなか住民の皆さまの同意がないと

できないところがあると思います。恐らく土木

になると思うんですけど、そういった事情とい

うのは、課題としてあるのかなと思っておりま

す。

それからもう一つ、②の住宅確保要配慮者に

対する賃貸住宅の件ですが、申請行為自体は、

前回のときであれば申請書を作って出して、そ

れに基づいて審査するのに、住宅自体のきちん

とした見取図とか設計図みたいなものが必要で

した。今回は、例えば、見取図については簡単

なもの、自分で作った見取図でもいいですよと

か、申請自体は電子申請のみで申請を全部受け

付けますよということで、実際の事務上で県の

事務を計算しても３００円ぐらいの事務負担し

かかからないような形で簡易に申請を受け付け

て、許可が出せる形にはなっています。

委員がおっしゃったように、確かに要配慮者

の住宅を確保するために必要な設備については、

国等で補助制度を設けておりますので、そうい

った補助制度のＰＲ等も必要だと思います。た

だ、まずは、もともとこれの登録をすれば要配

慮者の入居を拒めないという義務のみを負担す

る行為になりますので、丁寧な説明と、そうい

った国の補助制度とかの活用の施策についての

御説明をしていくことが大事だなと思っており

ます。

これから空き家が増えていって、吉岡副委員長

場所によって後継の家族の方たちは大変困って

いて、これはどうしたらいいのかな、県とか市

に渡したいけど、それも何かある程度条件がな

いともらってくれない。草取りなんかが大変だ

とか、いろいろありました。また、これから土

木とも相談していきますけど、課題が大きいと

いうことだけ、まずは知っていただければあり

がたいです。

ほかにありませんでしょう井上（明）委員長

か。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようで井上（明）委員長

すので、これより採決いたします。

なお、本議案について、土木建築委員会の回

答は、原案のとおり可決すべきとのことであり

ます。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は井上（明）委員長

原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

以上で付託案件の審査を終わります。

報告の前に、１件いいかな。阿部委員

部長には、ぜひ知っておいていただきたいと

思うんですが、県税条例の中で出ていたと思う

んですよね。多分知っていると思うんですが、

ゴルフ場利用税なんていうのが入っているんで

すよね。そのゴルフ場利用税を、全国運動の中

でも廃止してほしいと、ずっと数年にわたって

続けてきておるんです。なぜそういう運動をし

ているのかというのは、多分知らないんじゃな

いかなと思いますので、ちょっとそこのところ

だけ頭の中に入れておいてほしい。例えば大分
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県のゴルフ場、たくさんありますけど、領収証

の項目の中には利用税５００円取っていますよ

と書いているんですよ。書いているんですが、

これはほとんどがゴルフ場でプレイした料金に

含めてお金をいただいているんですよね。

実は、ゴルフ場利用税は７０歳までなんです

ね。７０歳過ぎると要らないんですよね。ゴル

フ場利用税が要らない人たちが、結構多く今ゴ

ルフ場を利用しているんですよ。ですから、一

緒にやった人たちが、もう俺たちも取らんでい

いじゃないかと言うんですよ。ここの人は取っ

ていないのに何で俺だけ取るんだと。そこで、

外税なんですが、もう内税にして一緒になって

入れたらいいじゃないかということで、ゴルフ

場としては取ったように利用税には５００円と

書いているんだけど、実際は取っていないんで

すよ。それはどこに行っているかというと、ゴ

ルフ場の収益を圧迫してしまっているんですよ。

そういう理由があるので、実は廃止運動がやら

れておるということだけは知っておいていただ

きたいんです。

大分県下、ゴルフ場の上下はあるんですが、

一番いい東急でも取っていないですよ。ゴルフ

場が自分で払っているんです。多分、税務課長

のところには取っているような領収証になって

いるので、こういう仕組みになっているという

ことだけ頭の中に入れておいてください。これ

から、いろんな手を替え品を替えやっていくと

思うんですけれども、そういう状況です。また、

これからそれに付随していろいろ問題は発生し

てくるのがありますので、たまたまここに項目

的にあったので、お願いをさせていただきます。

よろしくお願いします。

それでは、執行部から報告井上（明）委員長

の申出がありますので、これを許します。

一括して説明をお願いします。

平成２９年度公社等外郭団中村行政企画課長

体の経営状況等について御説明させていただき

ます。総務企画委員会説明資料の９ページをお

開きください。

個々の団体については、それぞれ所管する部

局から報告することとしておりますので、私か

らは、総括的に御説明させていただきます。

１地方自治法に基づく経営状況を説明する書

類の議会提出については、対象が、地方３公社

及び地方独立行政法人のほか、県が資本金等の

４分の１以上を出資する団体とされており、今

議会では２３団体の書類を提出しております。

また、県では、外郭団体の運営指導を徹底す

るため、２県「指導指針」に基づく経営状況等

の点検評価等として、地方独立行政法人等を除

いて、全ての出資団体のほか、県の人的・財政

的関与が大きい団体の経営状況等を公表するこ

ととしており、今回、４５団体について、経営

状況等調書及び経営状況報告概要書を議員の皆

さまに配布しております。

３経営状況については、平成２９年度の赤字

団体数は１０団体となり、指導指針を策定した

平成２１年度以降で最少となっております。

次に、１０ページを御覧ください。

４県の人的関与の状況について、（１）県職

員の派遣は、大分県土地開発公社の玖珠工業団

地の造成工事に対する派遣が終了したことから、

派遣団体数は１減となっています。また、

（２）県職員の役員就任は、公益財団法人ハイ

パーネットワーク社会研究所の事務局体制強化

のため常勤理事を置いて非常勤理事を引き上げ

たこと、株式会社ボール種苗センターの出資を

引き上げるとともに役員を引き上げたことから、

団体数は２減となっています。

５県の財政的関与の状況について、（１）委

託料の支出は、表の３計の欄に記載のとおり、

総額３６億６，４９３万８千円で、前年度に比

べて４億３，４３８万５千円の減となっていま

す。

（２）補助金・交付金・負担金の支出は、表の

３計欄に記載のとおり、総額１８億５２９万円

で、前年度に比べて４１億３，０９２万６千円

の減となっています。

なお、参考のため、各団体に対する県からの

出資、人的・財政的関与の状況と直近決算の一

覧表を付しております。

今後とも、公社等外郭団体の経営状況を正し

く把握し、適切に運営指導を継続してまいりま
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す。

報第１２号公益財団法人大分県後藤人事課長

自治人材育成センターの経営状況について御説

明いたします。資料の１３ページ県出資法人の

経営状況報告概要書をお開き願います。

本法人は、県と市町村の職員研修を一元的に

実施するために平成２６年１月に設立された団

体で、代表である会長には、平成２９年４月か

ら臼杵市長が就任しています。

２の県出資金は３００万円で出資比率は市町

村と折半で５０％です。

３の事業内容ですが、県内自治体職員に対す

る研修を実施するとともに、各自治体が実施す

る研修に対して支援等を行っています。

次に４の２９年度決算状況ですが、本財団は

研修の実施以外に自主事業はなく、県負担金と

公益財団法人大分県市町村振興協会補助金によ

って運営されております。

本財団は研修施設を保有していることから、

資産の大半は、研修施設やその附属設備であり、

下線の当期正味財産増減額がマイナス２，７６

６万４千円になっているのは、主に研修施設等

の減価償却費計上によるものです。

なお、県は、県職員研修実施に必要となる財

団運営費及び研修経費を負担しております。

次に５の問題点及び懸案事項ですが、今後の

課題として、研修一元化のメリットをいかした

研修内容の充実と、その効果としての職員の能

力向上、さらには、県と市町村職員の連携・協

力を促進していく必要があると考えています。

最後に６の対策及び処理状況ですが、平成２

７年度からフォローアップ調査を実施しており、

研修効果の検証を行った上で、研修内容の改善

を図っています。また、県職員と市町村職員の

合同研修の内容充実を図るとともに、県・市町

村職員の連携・協力の促進のために、懇親会や

ランチ交流会等の交流会を通じて人的ネットワ

ークの形成にもつなげてまいります。

財団発足から５年目を迎えたことから、研修

の実施状況等を踏まえ、組織体制の見直しも検

討してまいります。

大分県税条例施行規則の一部改吉冨税務課長

正として、社会福祉に関する事業を行う者に係

る自動車税の課税免除要件の見直しについて御

報告します。お手元の資料、１４ページをお開

きください。

１の社会福祉法人等に係る自動車税の課税免

除の経緯・概要についてですが、①にあるとお

り、本県の課税免除の対象は原則として第１種

社会福祉事業としています。加えて、平成１８

年度の障害者自立支援法の施行により、一部の

事業が第１種社会福祉事業から第２種社会福祉

事業へ移行することとなったため、当該事業に

ついては、既に減免を受けている施設のうち、

障がい者の就労を進めることを目的とした就労

移行支援及び就労継続支援を課税免除の対象と

したところです。

２の見直しの理由・内容について、今回、関

係団体からの要望等により、減免対象とする事

業について検証を行った結果、第２種社会福祉

事業のうち、生活介護と自立訓練の事業を行う

者を、新たに課税免除の対象とするものです。

その理由としては、当該事業は、生産活動の機

会の提供（生活介護）や、訓練の中で組立て作

業を行う（自立訓練）など、そのサービス内容

に、現行の課税免除の要件と同じく、障がい者

の就労を進めることを目的とした要素を含んで

いること、また、障害者自立支援法施行前の第

１種社会福祉事業である更正施設等から移行し

た事業であり、従前は本県の自動車税の課税免

除の対象であったことによるものです。

３の施行期日については、平成３１年４月１

日からとし、平成３１年度分の自動車税から適

用します。

ただいまの報告について、井上（明）委員長

何か御質疑はありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別に御質疑もないようであ井上（明）委員長

りますので、諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

私から１点です。井上（明）委員長

冒頭に、和田総務部長から今回の職員が収賄

容疑で逮捕された件についておわびの言葉もあ
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ったんですけど、人事的なことで、報道にもあ

ったんですが、その方が２０１１年からずっと、

もう８年目ですかね。ジオパーク推進という特

殊事情とか、来年が全国大会ですかね、そうい

うことはあったのだろうと思うんですけど、普

通一般的に考えると、極端に長いので、それは

人によるでしょうけど、そういうのが一つの原

因かなとも思います。こういう人事というのは

たまにあるんですかね、極端に長くなるという

ことは。その辺はどうでしょうか。

人事では、通常は３年ないし４後藤人事課長

年で異動するというのが通例というか、よくあ

るケースですが、今回のような専門性とか継続

性が求められるような場合については、それを

超えた形で在席する例もございます。さらに、

例えば、在席中に育児休業なり病気休暇をとら

れた方は、その期間を含めるとそれ以上になる

場合もあります。また、技術職員が中心になり

ますが、少数職種で配置先、所属が限定される

パターンもあり、そういった場合は勤務年数が

長くなるという状況はございます。

今現在、８年とか１０年に井上（明）委員長

なっている人も存在するということですかね。

そういう人もいます。後藤人事課長

これは資質の問題だと思い井上（明）委員長

ますので、いろいろと起こらないようにですね。

それでは、以上をもちまして、総務部関係の

審査を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

〔総務部退室、企画振興部入室〕

これより、企画振興部関係井上（明）委員長

の審査に入ります。

まず、第８６号議案平成３０年度大分県一般

会計補正予算（第２号）のうち、企画振興部関

係部分について、執行部の説明を求めます。

補正予算についてお話させ岡本企画振興部長

ていただく前に、７月に着任した遠藤交通政策

課長が、本委員会への出席が初めてとなります

ので、御挨拶させていただきます。

〔遠藤交通政策課長挨拶〕

それでは、第８６号議案平岡本企画振興部長

成３０年度大分県一般会計補正予算（第２号）

のうち、企画振興部関係について御説明いたし

ます。総務企画委員会資料の１ページをお開き

ください。

今回補正額の一番下の合計欄のとおり、今回、

８千万円の増額をお願いするものです。

補正の内容について、御説明いたします。

芸術文化創造発信事業費８千万円でございま

す。これは国民文化祭を契機として、さらなる

芸術文化の振興を図るため、芸術文化ゾーンに

おける魅力ある事業展開や芸術文化施策の安定

的な財源確保に向けて、決算剰余金の一部を芸

術文化基金に積み立てるものです。

これにより、平成３０年度予算額は、一番下

の合計欄に記載のとおり、当初予算額８９億２，

８８８万８千円と、今回補正額８千万円を合わ

せ、補正後予算額９０億８８８万８千円となり

ます。

次に、２ページをお開きください。債務負担

行為限度額の設定についてです。

来年度からの指定管理者の更新に伴い、別府

コンベンションセンター管理運営委託料につき

まして、債務負担行為をお願いするものです。

６月の本委員会で御説明したとおり、指定期

間は５年間とし、委託料の限度額合計は、１億

２１２万６千円となります。

今回、議会の議決がいただければ、次回、指

定管理者の決定に係る審議をお願いする予定と

しておりますので、よろしくお願いいたします。

以上で説明は終わりました。井上（明）委員長

これより質疑に入ります。どなたかございま

せんでしょうか。

〔「なし」と言う者あり〕

御質疑もないようですので、井上（明）委員長

この第８６号議案について、総務部関係とあわ

せ、これより採決いたします。

本案のうち本委員会関係部分については、原

案のとおり可決すべきものと決することに、御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案の井上（明）委員長
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うち本委員会関係部分については、原案のとお

り可決すべきものと決定いたしました。

次に、第９１号議案美術品の取得について、

執行部の説明を求めます。

第９１号議案高屋芸術文化スポーツ振興課長

美術品の取得について御説明します。議案書は

２５ページとなりますが、お手元にお配りした

資料で御説明します。資料の３ページをお開き

願います。

今回、取得予定の美術品は、本県出身の日本

画家福田平八郎が昭和２３年に制作し、第４回

日展に出品、翌年第１回毎日芸術賞を受賞した

「新雪」１点で、取得予定金額は６，８００万

円です。

平成２８年度に福田平八郎の孫にあたる作品

の所蔵者から、大分県に対し作品購入の打診が

あり、作品取得の適否を審査する収集委員会、

適正な購入価格を審査する評価委員会を経て、

取得議案を上程したところです。

取得についての考え方ですが、３点掲げてい

ます。一つは、県立美術館でのコレクション展

で郷土作家の目玉の作品として積極的に活用が

できます。二つは、日本美術史上でも重要な位

置を占める作品を所蔵することにより、県立美

術館の評価が上がり、企画展での作品の借入れ

が容易となります。三つは、作品を購入するこ

とにより、他県でも人気の高い福田平八郎作品

を中心とした他館との交換展や巡回展の実施が

可能となり、本県文化の県外発信につながりま

す。

なお、本作品の取得財源については、美術品

取得基金を活用したいと考えています。

以上で説明は終わりました。井上（明）委員長

これより質疑に入ります。どなたかございま

せんでしょうか。

評価額と取得金額の予定額、この絡阿部委員

みについて説明してください。例えば、普通だ

ったら、評価額がこれだけあったら、大体評価

額以上の金額で市場に出回ったり、いっときは

ね。絵画だからこうなのか、いろんないきさつ

があるでしょうから、そこのところを私どもに

も知らせていただきたい。

所蔵者と話す高屋芸術文化スポーツ振興課長

ときに、税理士さんとかと時間をかけてよく話

してくださいという話をしました。もともとの

評価額が１億円ぐらいでしょうという評価はあ

ったんですけど、最終的には、評価委員会を開

いて９，５６０万円になりましたとお伝えしま

した。福田平八郎氏の「水」という作品があり

ますけど、それを大分県に売っていただいたと

き、評価額１億円のところ、６，８００万円に

なったという過去があります。だから、所蔵者

としては、前回と同じ金額で売りたいというの

が最終的に２年かかった結論でありますので、

所蔵者の意向で、この６，８００万円となりま

した。

売り手の方から６，８００万円で売阿部委員

りたいと。

そうですね。高屋芸術文化スポーツ振興課長

「水」と同じ額といいますか。

売り手の方から値段を決めてきたと。阿部委員

買い手の方が決めなくて。

説明はするん高屋芸術文化スポーツ振興課長

ですけれども、最終的には売買契約の話ですの

で。（「いい話だ」と言う者あり）

ほのぼのする話だなと。阿部委員

課長は奥ゆかしくて言いま岡本企画振興部長

せんけども、所蔵者からは、学芸員や課長も含

めてこれまで丁寧に対応してきたと認めていた

だいているところもあったと聞いております。

いわば大分県庁を信頼できるからというところ

もあるし、過去のいきさつもあって、実際もっ

と高いものなんだろうけれども、この金額でい

いですと言っていただいたということかと思い

ます。

今おっしゃった「新雪」と、も吉岡副委員長

う一つ「水」という作品、こういうのは既に県

立美術館にお預かりして所蔵してあったものを、

今回買い取るということでですかね。

そうですね、高屋芸術文化スポーツ振興課長

今はお預かりしているんですけど、これは所有

者は福田家で、福田平八郎さんの大作としては

最後だったんです。これはどこが取るかという

話になっていまして、大分県が無事取れたとい
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う形になっております。

じゃ、福田平八郎さんが描かれ吉岡副委員長

た重要な作品というのは、もうこれで終わりと

いうことですか。

いいえ、まだ高屋芸術文化スポーツ振興課長

預かっている段階の作品はあります。小さな作

品が残っております。どちらかというと、小さ

い作品は福田家が今後持っておきたいというの

があります。「新雪」というのは大作ですから、

そういうのは県立美術館等の大きなところで預

かってもらいたいという意向があります。

やっぱりちっちゃいのも預かっ吉岡副委員長

ていらっしゃるんですか。（「預かっておりま

す。」と言う者あり）

預かっているけども、購入は所有権というか、

その対策のみということでよろしいですか。

（「はい、そうです。」と言う者あり）

じゃ、県民の財産として。（「はい。」と言

う者あり）

そういう寄託というのはほ井上（明）委員長

かにもたくさんあるということなんですかね。

今、県立美術館にある芸術作品の中でお預かり

しているというのは、結構多いわけですか。

福田平八郎の高屋芸術文化スポーツ振興課長

作品だけでも、福田家以外を含めまして、まだ

２１点あります。それぞれ全体数をちょっと今

持っていませんけど、寄託で預かっておいて、

３年ごとに寄託を継続しますかしませんかとい

うことをやっております。倉庫などで預かれる

ものは預かるようにしております。

ちなみに、この作品の公開は、近い原田委員

方からいけばいつぐらいにあるんでしょうか。

首藤コレクシ高屋芸術文化スポーツ振興課長

ョンが戻りますので、それが２８日に「日本モ

ダンの精華 京都国立近代美術館コレクショ

ン」として３階であります。それと同じフロア

で、今度は「おおいた美術散歩」という形で、

大分県の各自治体で持っているコレクションの

優秀な作品を集めて見られるようになります。

これは１０月２日から見られます。ぜひＯＰＡ

Ｍへ。

いい話を聞いたので、見たくなりま原田委員

した。

ほかに御質疑もないようで井上（明）委員長

すので、これより採決いたします。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

御異議がないので、本案は井上（明）委員長

原案のとおり可決すべきものと決定いたしまし

た。

次に、執行部から報告の申出がありますので、

これを許します。

まず、大分県長期総合計画の実施状況につい

て、説明をお願いします。

お手元の資料大分県長期総磯田政策企画課長

合計画の実施状況について別冊を御覧ください。

これは、大分県行政に係る基本的な計画の議

決等に関する条例に基づき、毎年、報告してい

るものです。安心・活力・発展プラン２０１５

について、別冊で御説明したいと思います。

それでは、別冊の１ページをお開きください。

指標による評価や指標以外の観点からの評価、

施策に対する意見・提言により、５９施策の総

合評価の結果を記載しています。

施策の進捗状況について、ＡＢＣＤの４段階

での評価としていますが、施策の進捗がＡ評価

順調に進んでいる及びＢ評価おおむね順調に進

んでいるは、５８施策、全体の９８．３％が、

順調に進んでいる、若しくは、おおむね順調に

進んでいるとの評価をいただいております。Ｃ

評価やや遅れているは１施策となっています。

これは、自主防災組織の避難訓練、これが不足

しているということで残念ながらＣ評価になっ

ているものでございます。

次に２ページをお開きください。目標指標の

達成状況についてですが、表の一番上にありま

すように、達成から著しく不十分までの４段階

の区分としています。８９指標のうち、達成及

びおおむね達成は、表の上から３行目にありま

すように、８３指標、全体の９３．２％となっ

ています。達成不十分は３指標、著しく不十分

は３指標となっています。これは、さきほどの

自主防災もございますが、達成不十分について
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は、後ほど御説明申し上げますけども、里親の

実施率が低い、あるいは警察は詐欺事件の数が

目標値よりもちょっと多かったというようなこ

とが含まれています。

次に、３ページをお開きください。政策・施

策の一覧表を、３ページに安心、次の４ページ

に活力、次の５ページに発展及び地方創生と分

野別に掲載しております。

企画振興部では、この中で１４の施策を所管

しております。簡単に申し上げますと、３ペー

ジ「安心」の分野では、コミュニティを維持す

る移住・定住の促進に、４ページ「活力」では

人を呼び込み地域が輝くツーリズムの推進、海

外戦略の推進、大分県ブランド力の向上、活力

みなぎる地域づくりの推進といったところに企

画振興部の事業が入っております。５ページ

「発展」は生涯にわたる力と意欲を高める「教

育県大分」の創造の「知（地）の拠点」として

の大学等との連携、芸術文化による創造県おお

いたの推進の中の芸術文化の創造、芸術文化ゾ

ーンを核としたネットワークづくり、スポーツ

の振興では、スポーツによる地域の元気づくり

といった施策がございます。そのほか、「まち

・ひと・しごと」を支える交通ネットワークの

充実」の３施策がございます。「地方創生」は

すべて企画振興部で分類をされております。以

上、重要施策ですが、このうち、目標を達成し

ている指標、逆に、未達成の指標について、主

なものを御説明いたします。

はじめに目標を達成している指標です。

１５２ページをお開きください。施策名は

「知（地）の拠点」としての大学等との連携で

す。Ⅱ目標指標の県と県内大学等との連携事業

数が、目標の１１５件に対し、実績は１３８件、

達成率は１２０％となりました。

これは、大分大学に事務局を置きまして、県

内の大学・短大・高専、自治体、経済団体、企

業、関係団体等で構成する大学等による「おお

いた創生」推進協議会で推進する地（知）の拠

点大学による地方創生推進事業（文部科学省Ｃ

ＯＣ＋事業）をはじめ、様々な事業、取組にお

いて、県内大学との連携強化に取り組んだこと

に加え、国民文化祭・全国障害者芸術・文化祭

関係で６件、ラグビーワールドカップ関係で７

件と、大規模イベントを通じて県と大学との新

たな連携が取り組めたことによるものです。

次に、１６０ページをお開きください。施策

名は芸術文化の創造です。Ⅱ目標指標の県立美

術館来場者数が、目標の５０万人に対し、実績

は６５万人、達成率は１３０％となりました。

これは、多様なジャンルに挑戦する企画展

「北大路魯山人展」「イサム・ノグチ展」、集

客力のある企画展「ジブリの大博覧会」、また、

アトリウムを活用した、アニメや鉄道模型展な

ど、県民に多彩で優れた芸術に触れる機会を提

供した結果、過去最高の入場者数を記録したこ

とによるものです。中でもジブリの大博覧会の

入場者数は１９万４，５６４人に達し、県内で

開かれた展覧会としては昭和４１年の松方コレ

クション展を抜いて、過去最高入場者数を更新

しております。

次に、未達成の指標について御説明します。

１８８ページをお開きください。施策名は地

方創生施策の地域を守り、地域を活性化するで

す。Ⅲ目標指標の１番目、人口の社会増減が、

目標のマイナス１，３００人に対し、実績はマ

イナス１，９８０人、達成率は４７．７％とな

っております。

社会減１，９８０人を年齢区分でみますと、

２０歳から２４歳が１，８４１人の転出超過と

なっており、全体の大部分を占めています。

移住施策を活用した移住者数は過去最高の１，

０８４人となるなど大幅に増えてきていますの

で、社会減の改善にはこの２０歳から２４歳へ

の対策が大変重要だと考えています。

このため、転出抑制策として、県内大学等や

経済界と連携を図り、県内就職率の向上に向け

た取組を進めています。また、転入促進策とし

ては、移住の受皿となる農林水産業、観光産業

等の振興による仕事づくりの促進を図るととも

に、県内企業の魅力発見バスツアーや合同企業

面接会の開催など、福岡に進学した学生のＵＩ

Ｊターンを促進する取組を強化しているところ

であります。
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ただいまの報告について、井上（明）委員長

何か御質疑はありませんか。

今、御説明いただいたところの吉岡副委員長

人口の社会増減で、２９年度はマイナス１，３

００に対して、１，９８０マイナスだったと。

３１年度は、今回マイナス４００が目標で、３

６年は逆に８００増が目標ということでいいん

ですかね。（「はい」と言う者あり）これはど

うやって計算をしているのか。大体減少傾向、

これはもう待ったなしなので、日本全国どこも

自治体は増に向かっているけど、現実でいえば、

増えることそのものが厳しいという中で、３６

年度の目標が８００というのは、何かイベント

というか、何か催すから８００増になっている

のか。そこら辺の目標の立て方を教えてくださ

い。

我々宇都宮まち・ひと・しごと創生推進室長

が２７年に大分県の人口ビジョンを作ったとき

に、３２年に社会増減の均衡を目指すというこ

とで、プラマイゼロという計画を、最終的には

９０万人から１００万人程度の大分県の人口を

維持しようという人口ビジョンを作っておりま

す。それからはじいていったときに、当面は減

少していくことは致し方ないという形で、これ

から施策を打っていくことによって社会増減を

プラスに持っていきたいということで作ってお

ります。

人口の東京の一極集中との割合等もあり、東

京には毎年１０万人が転入超過の状態となって

おります。それをゼロにするという目標が国の

方にありますので、東京の一極集中がなくなれ

ば、その１％の１千人が帰ってくるということ

で、３６年については、この目標を立てたとい

うところです。

施策はいろいろ、地方創生でし吉岡副委員長

っかり頑張っていますが、人口はどう見ても非

常に厳しいかなと。難しいんですけど、一緒に

努力していきたいと思います。

それぞれの評価の流れの中で、ちま阿部委員

たで言われていることを、評価の基準、どの部

分を評価するかということで、この評価点とい

うのは出てきていると思うんです。そういう中

で、看護科学大学とか芸術文化短期大学、県の

機関としてできておるわけですけど、吉岡副委

員長が言ったように、人口減少で大分県はこう

なるだろうということも片方でありながら、看

護科学大学は、芸短以上に卒業生の県内定着率

が非常に悪いということなんですよね。県外に

出るのが悪いということになると、今度は看護

科学大学そのものの位置付けというのをまたい

ろいろ議論しなきゃならんと思うんです。あく

まで県の機関として、こういう施設を持ち、そ

してそこからの卒業生が県内にどれだけ住むか、

また、一旦は外に出た者が、Ｉターン、Ｕター

ンでどれだけ帰ってきたかという一つの評価も、

ちまたでよく出ますので、あっていいんじゃな

いかなという思いがするんです。今出ているＡ

評価にしても、それはいろんな研究機関だとか、

産学官の取組だとか、そういう部分はＡ評価だ

といいでしょうけれど、やはり県内のいろんな

技術力を県内に残していく。県内の産学官の流

れの中で、例えば、看護科学大学から出たその

知識が県庁の中でどれだけ活用されておるのか

とか、こういうところも評価の基準として入れ

ろという――入れろとは私が言える立場じゃな

いけれど、ここの部分から見たとき、この観点

から見たときは、決してＡ評価じゃないと思う

んですよね。そこのところはどう解釈されてお

るのか、部長のコメントをお聞かせ願えないで

すか。そればっかり我々の耳に入ってくるんで

すよ。研究結果は、どんな開発が、どうできた、

こうできたとか、そういうことはほとんど入っ

てこない。例えば、厚生学院時代から、それの

延長線で今来てるわけですね。厚生学院のとき

には県内に看護職、職員としてこれだけ定着し

ていたのに、大学になったがためにほとんどが

出てしまうという現状を評価というところでど

う入れ込んだり、我々は考えたらいいですか。

今、お話がありました看護、岡本企画振興部長

あるいは芸短、大学というところでいいますと、

本来の組織が持っている目的としますと、やっ

ぱり学術研究を旨とする組織だと思いますので、

一義的にはその評価という部分においては、や

っぱり学術をちゃんとやっているか、成果がち
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ゃんと出ているかというところが何よりも優先

する話だろうと思います。

とは言いながら、昨今の状況を見ますと、委

員御指摘のとおりで、大分の場合、やっぱり働

き手が不足しているという状況がありますから、

私どもはそういう目でもちゃんとチェックをか

ける必要はあると思っております。

芸術文化短期大学、私どもの部の所管ですけ

れども、看護大であれば、福祉保健部がやはり

データとしてちゃんとそこは把握している状況

ですので、この形で出るかどうかというところ

は、また別途御相談させていただきたいと思っ

ております。しっかりそれぞれ担当する部署が、

委員が御指摘されるような視点でデータも持ち、

それぞれ該当する組織とやりとりして、よりよ

い方法に努めていくということが必要だと思っ

ています。

非常に難しいと思うんですよね。私阿部委員

が言っているようなことをどんどん言えば、高

校の進学率、難関大学に何人通ったとか、そん

なのも全部関わってくるので。そんなのはなく

ていいよと言うわけにはいかんでしょうし。同

じようなことで、ただ、片方では人口減少で非

常に困る、大分県にどんどん残って、そのため

には残る企業がなきゃいかんということもある

んでしょうけれど、相乗的にお互い一緒になっ

てやらなきゃならんことだと思うんです。ただ、

議論がね、どうもこういうふうになっているよ

うに感じてならないので、ちょっとお伺いした

ような次第で、決して否定しているわけではな

いけどね。

平均寿命と健康寿命の差がまだだい近藤委員

ぶあります。やはり健康寿命はできるだけ長く

なった方がいいに越したことはないんですが、

数字的なことは分かるんですかね。

それともう１点は、障がい者のところはおお

むね達成ということになっているんですけれど

も、どういうことで達成ができたと思っている

んですか。私、ちょっと代表質問で言わせても

らいましたけど、やはり障がい者の働く場の確

保というのは――ある程度支援をしていくと、

いろんな仕事ができる部門があると思うんです。

特に、農業関係の農福連携でやると、障がい者

が就労する機会が増える部分があるし、また、

所得も高くなるという部分があると思うんです。

そういうことが数値的に掌握できているような

ことがあるんかな。その辺、知らせてください。

今、私の手元に目標指標達磯田政策企画課長

成度というものがあります。こちらで、今、障

がい者のところの数字を申し上げたいと思いま

す。これは福祉保健部で所管していますので、

具体的なところになると、分からないところも

ございますけれども、障がい者の雇用率につい

ては、指標の中に障がい者雇用率の全国順位と

いうものが入っております。ちなみに、これは

全国１位を目標ということにしているんですけ

れども、現在、障がい者の雇用率は大分県は全

国５位というところです。一番雇用率を押し上

げているのは身障者の関係です。やはり大分県

は太陽の家等がございますので、非常に成績が

いい。課題は多々、精神保健であるとか、知的

障がい者の雇用が今後の課題だと指摘をされて

いたかと聞いております。（「健康寿命につい

ては」と言う者あり）

健康寿命についても、同じように評価の方で

見ていきますと、こちらも２９年の実態ですけ

れども、男性が７１．５４歳、目標が７１．８

歳ですから、達成していると、健康寿命も非常

に高い。女性につきましても、７５．３８歳と

いうことで、目標が７５．１１歳と、こちらも

目標達成しているという状況です。もちろん健

康かどうかアンケートをしまして、日常生活に

支障がないかどうかという主観的判断で答えて

いただくという形ですので、全国的にこの評価

というのは、聞いて調べるしかないというのが

現状ですが、その観点では目標を達成している

というところです。

ほかにございませんでしょ井上（明）委員長

うか。

〔「なし」と言う者あり〕

ほかに御質疑もないようで井上（明）委員長

ありますので、次の報告に移ります。

では、公社等外郭団体の経営状況等について、

一括して説明をお願いします。
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報告第１３号公立大学法人磯田政策企画課長

大分県立芸術文化短期大学の経営状況を説明す

る書類の提出について御説明申し上げます。資

料の４ページをお開きください。

まず、３事業内容についてです。平成２９年

度の事業実績ですが、１の教育内容の面では、

全学科横断型の学修カリキュラム「アートマネ

ジメントプログラム」の平成３０年度からの開

講に向けた実施体制の構築を図りました。

このアートマネジメントプログラムとは、芸

術家と観客の橋渡しをする人材、いろんな芸術

に関するイベント、最近増えておりますが、こ

ういったところのマネジメント全体をコーディ

ネートしたりするような役割を担う人材を育て

るという視点を持ったものです。例えば、音楽

ホールのマネージャー、文化施設等の専門スタ

ッフなど、芸術や音楽の分野であっても企画や

管理運営等のスキルが求められる職業に就く学

生の育成を目指すものです。

就職率、進学率については、ともに目標であ

る９０％以上を上回る９６．８％ということで、

実は昔の芸術短期大学のときと比べまして、就

職率が非常にいい大学に変貌しております。引

き続き高い状況を進めていきたいと思います。

２の社会貢献の取組について、ＮＰＯ法人大

分県地酒焼酎文化創造会議の依頼を受けて実施

した大分県地酒焼酎展示館「ゆたよい」のプロ

モーション、お店のレイアウトであるとか売り

方など全体になりますが、このプロモーション

などの各種団体や地域との協働のほか、特に国

民文化祭に向けては、開会式プロローグ演奏曲

の作曲をはじめ、オーケストラと合唱の祭典に

おける演奏や合唱の指導などを行っております。

３の施設整備では、芸術デザイン棟の整備を

終え、新図書館、音楽ホール棟の建設工事に着

手しました。新図書館は、９月２５日月曜日か

ら利用を開始します。通りからも見えますので、

ぜひ近くに入れたときにはお寄りいただければ

と思います。

次に、４の２９年度決算状況についてです。

経常収益は１０億９，４３８万４千円で、内訳

は、運営費交付金収益５億４，５９９万９千円、

授業料収益３億３，６４７万８千円等です。経

常費用は１１億１，４３１万７千円で、収益と

費用との差額はマイナス１，９９３万３千円で

す。マイナスとなっていますのは、キャンパス

整備にあわせて、教育研究の質の向上を図るた

め、芸術デザイン棟の版画プレス機、大判プリ

ンターの購入等を行ったため、差額を補填する

ために積立金を取り崩しております。結果、当

期総利益は４２０万円となりました。

次に５問題点及び懸案事項についてですが、

入学者の確保と学生への支援、地域社会・産業

への新たな貢献、施設整備の着実な実施と工事

中の安全確保、こういったところを課題として

おります。この地域社会・産業への新たな貢献

の中にはさきほどの具体的な事業もございます

が、当然、県内就職といったところも視野に入

れて、大学の方は頑張っているところです。

対策としては、６に記載のとおり、アートマ

ネジメントプログラムの展開など、教育機能の

充実強化、国民文化祭等での地域への貢献活動、

商品開発支援などでの企業との連携などに努め

ているところです。

続きまして、次の５ページを御覧ください。

報告第１４号公立大学法人大分県立芸術文化

短期大学の平成２９事業年度の業務実績及び中

期目標期間の業務実績に関する評価結果につい

て御説明申し上げます｡

１のとおり、地方独立行政法人法第７８条の

２に基づき、地方独立行政法人評価委員会が公

立大学法人の業務実績を評価し、その結果を設

立団体の長は議会へと報告します。２９年度は、

２４年度から始まった中期目標期間６年間の最

終年度にあたるため、今回、評価委員会は、２

９年度の１年間の実績評価と、２４年度から２

９年度までの６年間を通しての実績評価の二つ

の評価を行いました。

資料には、評価委員会が行った全体評価の結

果と主な評価理由を記載しております。

２の平成２９年度の評価結果ですが、（１）

の全体評価については、全体として年度計画を

順調に実施しているとなっております。

（２）にありますとおり、経営状況報告でも
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御説明しましたアートマネジメントプログラム

の展開や、高い就職率・進学率、サービスラー

ニングの実施などが、評価理由となっておりま

す。

３の中期目標期間の評価結果ですが、（１）

の全体評価については、全体として中期計画の

達成状況が良好であるとなっております。

（２）のとおり、期間中に国際文化学科を国

際総合学科に改組したこと、志願者数の増加、

就職率・進学率の向上、サービスラーニング等

の地域貢献活動、芸短オープンカレッジや公開

授業の開始などが主な評価の理由となっており

ます。

以上のように、芸術文化短期大学は、学科の

改組、コースの改編等により、就職先等、学生

の進路の幅を広げることで大学の魅力を高め、

入学者の確保につなげるとともに、地域社会へ

の貢献も確実に進展させております。

なお、全体評価の基礎となる項目別の評価を、

一番下の参考に記載しておりますが、中でも教

育研究等の質の向上については、２９事業年度、

中期目標期間ともにＳ評価と高い評価を受けて

おります。

資料の６ペー高屋芸術文化スポーツ振興課長

ジをお開きください。報告第１５号公益財団法

人大分県芸術文化スポーツ振興財団の経営状況

を説明する書類の提出について説明いたします。

まず、２の県出資金ですが５億４，７３４万

４千円で、出資比率１００％となっております。

次に、３の事業内容ですが、１のｉｉｃｈｉ

ｋｏ総合文化センターと、大分県立美術館の両

施設を拠点として、県民の幅広いニーズを踏ま

えた自主事業の実施などを行っております。そ

の他、２の国際交流事業などでございます。

次に、４の２９年度決算状況ですが、左側の

一番下、当期正味財産増減額は５，９１６万６

千円の黒字となっています。

黒字の主な要因は、さきほどから説明してお

りますけども、ジブリの大博覧会の成功による

収入増などによるものです。

次に、５の問題点及び懸案事項ですが、主な

ものとして、一つ目にありますように、県立総

合文化センターと県立美術館において、県民の

幅広いニーズに応えられる多様な芸術文化事業

の展開と健全な財政運営の両立が求められてお

ります。

これに対する、６の対策及び処理状況ですが、

一つ目は、総合文化センターで受入体制強化に

取り組んだ結果、目標のホール利用率８７．０

％を上回る８８．０％となりました。

また、美術館で企画展をバランス良く実施し

た結果、入館者数が大幅に増加し、目標５０万

人を大きく上回る６４万８千人となりました。

二つ目として、学校と連携し、学校への出張

ワークショップと美術館に招いての鑑賞会を組

み合わせたプログラムを実施しました。また、

周辺商店街と連携して、アート等が融合したイ

ベントを開催し、芸術文化ゾーン周辺の地域振

興を図ったところです。

資料の７ページをお開きく遠藤交通政策課長

ださい。大分高速鉄道保有株式会社の経営状況

等について報告します。

２の出資金ですが、総額は２億３，７５０万

円、そのうち１億９，６００万円を県が、残り

の４，１５０万円をＪＲ九州が出資しておりま

す。

３の事業内容については、平成１３年度から

１５年度に実施した、日豊本線大分佐伯間の高

速化工事により取得した鉄道施設の管理と、そ

の施設をＪＲ九州に貸し付ける事業を行ってお

ります。

４の２９年度決算の状況ですが、当期純利益

は６０５万８千円で、黒字となりました。昨年

度と比べますと、約３６６万円純利益が増加し

ています。

５の問題点及び懸案事項については、ＪＲ九

州が平成２８年１０月に株式上場を行い、その

影響で固定資産税の減免はなくなりますが、管

理費などの削減により、平成４０年度に予定し

ている会社の清算には特に問題ないと考えてお

ります。

今後も、３か月に１度開催される定例取締役

会で報告を受けながら、適切に指導監督を行っ

てまいります。



- 16 -

資料の８ページをお開きください。大分航空

ターミナル株式会社の経営状況等について報告

します。

２の出資金ですが、資本金等の総額は４億９，

５００万円、そのうち２８．８％にあたる１億

４，２５０万円を県が出資しています。

３の事業内容は、大分空港の旅客・貨物ター

ミナルビルを利用する航空会社や旅客等に対す

る施設、設備、サービスの提供を主に行ってい

ます。

４の２９年度決算の状況ですが、乗降客数が

１４期ぶりに１９０万人を超えたこともあり、

損益計算書の下に下線を付して記載のとおり、

当期純利益は２億６５７万９千円となっていま

す。

また、平成２９年度は経常利益を確保できた

ため、１株１５円の配当を実施しています。県

も、保有する株数に応じ４２７万５千円の配当

を受けております。

５の問題点及び懸案事項ですが、空港を取り

巻く経営環境は依然厳しく、一層の財務基盤の

強化を図る必要があります。また、現在インバ

ウンドが増加する中で、国際線ターミナルビル

が少し狭いということが課題となっています。

このことから、６の対策及び処理状況ですが、

現在、２０１８年度から２０２０年度までの中

期経営方針を新たに策定し、経営基盤の強化に

取り組んでいるところです。また、平成３０年

度末までの完成を目指し、国際線ターミナルビ

ルの改修を進めています。

お手元の資料の９ペ阿部観光・地域振興課長

ージをお開き願います。公益社団法人ツーリズ

ムおおいたについてです。

２のとおり、県の出資金は０円で、県職員を

業務援助で継続的に３名派遣しています。

３の事業内容ですが、国内外観光宣伝及び観

光客の誘致や観光・地域づくり等のため、主に

国内誘客総合対策事業やインバウンド推進事業

など実施しています。

４の２９年度の決算状況について、下線を引

いています当期正味財産増減額は７５５万６千

円の減となっています。主な要因は、九州ふっ

こう割に伴う剰余金による黒字分を、九州北部

豪雨や熊本地震後の対策に充てたことと、大規

模な大会・会議・イベント等を誘致するＭＩＣ

Ｅ誘致推進基金の一般会計への繰り出しによる

ものです。

５の問題点及び懸案事項について、各種の企

画及び立案ができるような組織体制の強化と財

政基盤の確保という課題があります。

これらの課題については、６の対策及び処理

状況のとおり、マーケティング専門人材の配置

によるマーケティング・企画立案機能の確立、

魅力ある旅行商品等の開発・販売による自主財

源増強等に取り組み、ＤＭＯとしての態勢強化

を図ることとしています。

次に、１０ページをお開きください。株式会

社別府交通センターについてです。

２のとおり、県の出資金は３，９００万円で、

出資比率は２１．７％となっています。

３の事業内容ですが、県民をはじめ観光客の

利便性、安全の向上などに貢献するため、主に

別府国際観光港前のバスターミナルの運営、土

産品等の販売といった事業を実施しています。

４の２９年度の決算状況について、下線を引

いています当期純利益は１，１０４万円の増と

なっています。主な要因は、物販事業の充実や

営業強化の取組によるものです。

５の問題点及び懸案事項としては、累積損失

の解消となっています。

これらの課題については、６の対策及び処理

状況に記載したとおり、累積損失は順調に減少

しているため、引き続き、物販事業の充実や営

業の強化に取り組み、早期の累積損失の解消に

努めます。

次に、１１ページをお開きください。株式会

社サン・グリーン宇佐についてです。

２のとおり、県の出資金は３７０万円で、出

資比率は１２．３％となっています。

３の事業内容ですが、宇佐市が所有するはち

まんの郷宇佐の経営をしていました。

４の２９年度の決算状況について、下線を引

いています当期純利益は１，０７４万９千円の

増となっておりますが、右の純資産額は１億５
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３２万９千円のマイナスとなっています。

５の問題点及び懸案事項にも記載しています

が、株式会社サン・グリーン宇佐が債務超過の

解消が困難となったことから、ホテル経営に実

績のある株式会社Ｆ＆Ｔホールディングス、宇

佐市、地元企業の出資により昨年末に設立され

た株式会社グリーンパークホテルうさに、本年

４月に債務も含めた事業譲渡しました。

なお、新会社によるグリーンパークホテルう

さは、本年４月１日から運営を開始しました。

このように、株式会社サン・グリーン宇佐は

役割を終えたため、本年６月の株主総会におい

て、解散が決議され、現在、清算手続きを進め

ており、年内には手続を完了する見込みです。

なお出資金については、新会社に対し債務とと

もに資産も譲渡しており、株式会社サン・グリ

ーン宇佐の資産がゼロとなるため返還されませ

ん。

資料の１２ペ高屋芸術文化スポーツ振興課長

ージを御覧ください。株式会社大分フットボー

ルクラブの経営状況等について報告します。

まず、２の県出資金は１千万円で、県の出資

比率は１２．４％となっております。

３の事業内容ですが、１の大分トリニータの

経営を中心に、２のスポーツ選手の若手からの

養成、指導や３スポーツ教室の開催などを通じ、

県民や地域に対するスポーツ普及活動を行い選

手層、ファン層の拡大に努めています。

次に、４の２９年度決算状況ですが、左の損

益計算書の下線部にあるとおり９，４２５万８

千円の当期純利益を計上しております。８期連

続の黒字となりました。

５の問題点及び懸案事項ですが、一つ目は、

収入の確保や経費の削減に努め経営体質の強化

を図ることです。Ｊ２に復帰した昨年は、Ｊ２

全体の７番目にあたる８，０６３人の平均入場

者数を確保しました。

二つ目として、経営基盤の強化に向け、観客

数の増加を図るための取組です。当期純利益を

確保し、着実に負債も減らしており、勝てるチ

ーム、魅力あるスタジアム作りも進んでいます。

６の対策及び処理状況ですが、一つ目は、平

成２１年度の経営危機以降、経営体制の刷新、

スポンサーの獲得などによる収入の確保、あら

ゆる経費の削減による徹底した合理化に努めて

おります。

二つ目は、本年４月に策定した３年間の中期

経営計画の達成に向けた取組です。ファンド株

の解消とともに、チケット収入の倍増などに積

極的に取り組むこととしています。

交通政策課が所管する団体遠藤交通政策課長

について御説明いたします。

資料の１３ページをお開きください。一般財

団法人大分県自動車会議所の経営状況等につい

て報告します。

２の出資金ですが、総額は２４５万円、その

内５０万円を県が出資しております。

３の事業内容については、交通会館の経営及

び維持を主に行っており、その他、交通安全事

業の促進及び協力や自動車に関する調査研究及

び普及宣伝、事業者間の連絡協調、意見の公表

及び関係諸官庁への要請活動などを行っており

ます。

４の２９年度決算の状況ですが、当期純利益

は２４９万７千円の黒字となっております。

５の問題点及び懸案事項については、特にご

ざいませんが、平成２４年度に大分県交通会館

の設備改修を実施しており、今後も会館の維持

及び適正な運営を行うこととしております。

ただいまの報告について、井上（明）委員長

何か御質疑はありませんか。

今の出資法人の経営状況についてお近藤委員

聞きます。この経営が立派にされているのか。

あわせて、要は法人が活躍することによって地

域の経済がどんなにうまく回るか、そこが私は

一番大事だろうなと思うんですよ。それで、政

府が推進をしているＲＥＳＡＳですかね、ああ

いうもので地域の経済をしっかりと分析して、

例えば観光なら観光に役立てるというような方

向でこれからやっていく必要があるのかなと思

っております。

例えば、私の町には今、インバウンドがたく

さん来ているんですけれども、インバウンドが

たくさん来ることによって、前の観光地とは少
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し形態が違って、人が来る割には地域の経済が

回っていないんじゃないかなという。その証拠

に、老舗の旅館が身売りをしたり、いろいろな

状況変化がありますので、その辺のところもあ

わせて、しっかり県は情報を分析してやっても

らわないと、町だけでは対応できないような状

況があると見ております。うちの観光協会も、

いろんな戦略の練り直しとかやっておるようで

すが、とてもそれだけでは十分でない、名前が

売れた割にはお金が取れない、単に見られるだ

けの観光地になってしまいよると危惧している

んです。そういうことやこの出資法人等も含め

まして、実際どういう活動をすればいいのかと

いうところまで見ていただけるといいのかなと

思いますけど、御意見をお聞かせ願います。

委員御指摘の点、９ペー山本観光・地域局長

ジに資料がございますツーリズムおおいたの活

動内容と密接であると思っております。

大分県全体の観光の取組戦略というものは、

私ども観光・地域局一体になって取り組んでお

りますけれども、また、民間の団体として、い

わば県の観光協会としてのツーリズムおおいた

がございます。このツーリズムおおいたの新た

な役割として９ページの５番、問題及び懸案事

項と書いておりますように、本県の観光振興の

牽引役として、各種の施策及び立案ができる、

いわばコンサル機能を持った組織になろうとい

うことで、今取り組んでおるところです。

そのためには、やはりそれだけの役割を担え

る能力を持った人材の確保も必要ですし、組織

体制の充実も必要だということで、現在取り組

んでおる最中でございます。やはり状況を客観

的に分析し、どういったところにお越しになる、

お客様のニーズがあるのか、それをどうやって

実際の消費活動につなげていくのかといった戦

略を持った取組が今後必要になろうと思ってい

ます。私どもとまた、ツーリズムおおいた、各

市町村の観光協会、よく連携をしながら、適切

に情報提供、商品造成等を一緒にやりながら取

り組んでまいりたいと思っております。

芸術短期大学のその他の１億井上（伸）委員

９６８万２千円、この内訳についてお知らせ願

いたいと思います。

また、７ページの大分高速鉄道保有株式会社

は日豊本線だけなんです。そのほかにも久大本

線の高速化とか、いろいろ提案が出たときには

何とかこういった形で検討なり、予算を組んで

もらって、これに加えてやるとか、新しい路線

については今後考えていらっしゃるのか。それ

に加えて、直接は違うんですけど、今話題の日

田彦山線についても、どういうふうに活性化を

図るかということを、こういったものを立ち上

げて、今よりも一つの方向性につなぐよう協議

してもらうと。そういった検討を日豊本線以外

にもやっていただけると、災害も含めて、大変

ありがたいですが、その辺のところはできるも

のですか。設置した経緯は分かりませんが、何

かございましたら、要望も含めてよろしくお願

いします。

委員御指摘のとおり、現在、遠藤交通政策課長

日田彦山線については、復旧に向けて復旧会議

という場で沿線の自治体とＪＲ九州を含めて今

議論しているところです。

もちろん、イニシャルコストの部分について

は、御存じのとおり７０億円から５６億円とい

うところまで圧縮することができております。

また、継続的な運行の確保のための方策も議論

しており、その中で、我々としては沿線の自治

体の方で観光振興策を提案しているところです。

委員には個別にいろいろと御指摘はいただい

ております。まだまだ観光振興策、足りない部

分があるとは思いますけれども、少なくとも日

田彦山線については、まず復旧会議の場で、今

後どのような方策で復旧させていくかというこ

とを議論していくのが先決かなと思っておりま

す。

また、その他の久大本線ですとか、豊肥本線

の高速化につきましては、なかなかＪＲ九州の

体力的な問題もありますけれども、我々も折に

触れてそのような要望はしていこうと思ってお

りますので、引き続き御指導いただければと思

います。

７ページの高速鉄道保有山本観光・地域局長

株式会社の設立の仕組みなんですが、私も設立
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当時は担当しておりませんでしたので、聞いて

いる話ですが、高速化、複線化を図る際に、Ｊ

Ｒ九州としては自らの経営上、負債を抱えたく

ないということで、この工事費に関してＪＲ九

州とは切り離す形でスキームを組みたいという

ことのようでした。この株式会社が負債を持つ

という形で、毎年、ＪＲ九州からは借金の返済

分をリース料という形でいただいて、それを平

成４０年まで順次償還をしていく。この会社は、

そういう負債処理のための会社ですので、全額

返済が終わった段階で消滅という、事業実施上

負債を本体から切り離すための会社ということ

で設立しています。ですから、実質、県はこれ

で負担をかぶるということではなくて、分割払

いにしているということです。

芸術文化短期大学の経常収磯田政策企画課長

支の中のその他ということで御質問をいただき

ました。こちらは、キャンパス整備に伴い、い

ろんな工事費との関係で増減がございます。そ

のため年度ごとに変更になった分をこちらから

追加して補助金を出すということが生じており、

その分です。それと、資格試験とか各種検定を

大学で行っております、その手数料収入が入っ

てまいりますが、こういったものを合わせた金

額です。

結局、県の補助金は何％です井上（伸）委員

か。

運営費交付金というのが別磯田政策企画課長

にありますが、それ以外のキャンパス整備の経

費、こちらの方は何％というよりも、総額の上

限の目安を５５億円ということで、毎年度議会

の承認をいただいて、運営しているところです。

その範囲内での年度ごとの増減というのがこち

らに出てきているということになります。

５５億円が許容範囲としても、井上（伸）委員

県が負担しているのはいくらですか。それと、

結局、繰越積立金の取崩しだって２，３００万

円なのに経常損失について１億９千万円もある

のでは、その差引きの取崩しももうなくなるん

じゃないですかね、このままでいくと。その辺

のあんばいとか、県が明確にこれだけ出しとん

なら、恐らく合計する利益というのは４００万

円以上出ないんじゃないですか、結局県が出す

ことにすれば。

キャンパス整備については、磯田政策企画課長

設置者である県の構想により建てておりますの

で、キャンパス整備の関係でかかった費用は１

００％県から、形として補助金で出てくるだけ

です。キャンパス整備は全て県が負担して行わ

れております。

それから、取崩しの関係ですが、こちらは節

約であるとか、文科省とかいろんな受託事業を

受けますので、そういった収入が発生します。

そういったものを全てきちんとプールした中か

ら出しておりますので、今回、取崩しは生じて

おりますが、そういったキャンパス整備のため

にためている貯金はしっかりまだキープしてい

ますので大丈夫です。

また後で聞きます。井上（伸）委員

一つ、さきほどの芸術文化短大の４馬場委員

ページのところで、就職率、進学率とちゃんと

上がっていますが、これは就職と進学で学科に

よってどのくらい違うんでしょうか。どのくら

いの学生が就職をして、進学をするという人数、

それから、県内に就職する人数というのがもし

分かれば。進学も、芸術文化短期大学にまた行

くという方もいらっしゃるかもしれません。

就職率９６．８％と申し上磯田政策企画課長

げましたが、就職者のうち県内企業等への就職

は、県内出身者の８１％、県外出身者の２０．

７％ということで、県内にかなり就職していま

す。それから、進学者の中で、大学の中に専攻

科というのがありますので、こちらに行く学生

もかなりおります。それから、進学と就職です

けれども、今年の春の数字で申し上げますと、

就職者数が２４５人、進学者数が９６人という

ことで、その他として就職しないという方も中

にはいらっしゃいます。就職者数２４５人とい

うのは、全体の６０％ぐらいになります。

そのうちの県内とか分かるんですか。馬場委員

分かります。この６０％、磯田政策企画課長

２４５人の中で、県の出身で県に就職した方が

１３２人、こちらの８１％です。だから、就職

者のうち県内出身者の８１％は県内に就職して
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いるという大学です。一方で、大学全体では県

外から来た人がおおむね４割いますが、この４

割の学生さんのうちの２割が大分県内に就職し

ます。ですので、県内出身者の県内就職率が８

０％と。加えて、外から来た学生さんがそのま

ま大分に居つく割合が２０％を超えているとい

う状況です。かなり外から取ってきていると。

この中で、さきほど大学と地域の課馬場委員

題を結びつけたというところがあったと思うん

ですが、芸短がそういう連携事業というのをや

ったというのはあるんですか。

さきほど御説明申し上げま磯田政策企画課長

したが、ゆたよいなどのプロデュースをしてお

りますし、それから、これは相手が県にはなり

ますが、今度の国民文化祭のロゴですね。大茶

会という三角の屋根に傘の絵がついたロゴがご

ざいますが、あれは芸術文化短期大学の学生が

デザインしています。それ以外にも実はいろん

な企業の方から、大学の先生と学生にデザイン

をしてほしいという依頼が非常にたくさんあり

ますので、大学の方では、むしろ全部に応じき

れないということで、委員会を作って順番をつ

けて、それに応じていくという状況になってい

ると聞いております。非常に外からの依頼が多

いです。

最後になるんですけど、障がい者雇馬場委員

用率の全国順位をさきほど言われたと思うんで

すけれども、この障がい者雇用率は、県内の民

間も官も入れての雇用率なのか。そうすると、

今回県教委の６６名の方が障がい者手帳を持っ

ていないということがございましたが、この率

は今度かなり下がるということになるのか。

計算をもう一回してみる必磯田政策企画課長

要が出てくることになろうかと思いますが、た

だ、全体の分母分子がかなり大きいと思います。

それぞれどれぐらいのパーセントでそれが出て

くるのかというのは、ちょっと精査をしてみる

必要が出てこようかと思います。

芸短の学生さんが活躍している吉岡副委員長

のは、ロゴマークもそうです。今回も議場で最

後の日に演奏もしてくださるということで、楽

しみにしています。

さきほど、デザイン科にデザインの要望が来

ているということで、このデザインを売却とい

う考え方になると、それで得た収入というのは

学校に払うのか、個人に払うのか、それをお尋

ねしたい。もう一つは、志願者数がちょっと減

ってきているんですけれども、これは全国的に

少子化傾向でもっとひどくなると思うんですね。

県内小中学校でも統廃合が出ているので、これ

からこの大学の定員数の考え方とか、定員その

ものをこれから減らしていく考え方があるのか。

全国的に募集はするんですけど、全国的に少子

化になっているので、そこら辺の考え方ですね。

あるのかどうか、ちょっとお尋ねしたいと思い

ます。

まず、デザインの帰属はど磯田政策企画課長

ちらかという点は確認してみないと分からない

んですが、基本的には、大学が授業でしたので

あれば、大学、あと本人と何らかの決まりがあ

って折半とか何％とかいうものが確かあったよ

うに思いますけれども、そこはちょっと確認さ

せていただきたいと思います。

それから、志願者の関係ですが、やはり少子

化の傾向もありますので、少し下がっています。

変動はどうしても出てまいりますが、芸術文化

短期大学については非常に応募者数が増えてき

ている、高止まりしているような状況です。む

しろ定員の一定のパーセントを超えますと、い

ろんな制約が文科省からかかります。そこに至

らない程度のところで切る方がむしろ大変とい

うのが今の状況です。今のところは非常に人気

が高くて、年度ごとの変動は少しございますが、

高い人気を継続しているような状況です。

将来にわたってどうするのかというのがござ

いますが、将来については、圧倒的に子どもの

数が減ります。これは芸短だけではなくて、県

内大学全てでどうしてやっていくのかというこ

とを検討しなければならないということで、い

ろんなＣＯＣであるとか、大学間の連携した協

議会がございますので、その中で共通課題とし

て議論を今始めているところです。もちろん、

非常に学生が減った時に定員をどうするかとい

うのは、将来的には何十年か先にはなりますが、
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課題として出てくるものと考えております。

全国的に大学も存続をかけて頑吉岡副委員長

張っております。すばらしい施設整備もされて

いますし、学生さんもすばらしいと思いますの

で、県民全体で支えていきたいなと思っており

ます。なお一層の取組をお願いします。

さきほどの受託事業の権利磯田政策企画課長

につきましては、実はケース・バイ・ケースと

いう扱いのようで、大学として何らかの受託費、

基本的には無料だとやりづらいところがありま

す。いただくことはありますが、いただいた場

合には、学生にはコンペの賞金という形で一部

をあげるようにしているということでございま

す。

簡潔で結構です。大分フットボール原田委員

クラブなんですけど、トリニータ、今３位です

よね。私は来年が楽しみだなと思っているんで

すけど、Ｊ１の審査基準ですかね、財務の方も

とても厳しいという話を聞いています。このま

まいって自動昇格になるか、プレーオフになる

か分からないですけど、そうなったときに、Ｊ

１の加入については全く問題ないんでしょうか。

それを確認させてください。

大分フットボ高屋芸術文化スポーツ振興課長

ールクラブは１２ページになりますが、固定負

債は今ゼロで、債務超過がない。あとは、スタ

ジアムの基準を満たしているので、Ｊ１には上

がれます。

もう一つ、ファンドが入っています原田委員

よね。その分は大丈夫なんでしょうか。

ファンドは、高屋芸術文化スポーツ振興課長

大体あと残りが２割ぐらいで、８割ぐらい返し

たんですが、ファンドは負債でカウントしませ

んで、利益剰余金になります。ファンドが減っ

ていけば現金が減るということですので、利益

を出した分、買い戻すというのが来年ぐらいに

終わって、あとは株式をどうやって増やしてい

くかというのはあります。

あとはチームの頑張りに期待します。原田委員

ほかに御質疑もないようで井上（明）委員長

ありますので、諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、以上をもちまして、企画振興部関

係の審査を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

ここで、暫時休憩します。

〔企画振興部退室〕

午後３時５１分休憩

午後３時５７分再開

これより、国民文化祭・障井上（明）委員長

害者芸術文化祭局関係の審査に入ります。

執行部から報告の申出がありますので、これ

を許します。

委員土谷国民文化祭・障害者芸術文化祭局長

の皆さま方には、平素より文化祭の開催につき

ましてて様々な御指導、御助言をいただきあり

がとうございます。

１０月６日の文化祭開会式典まで残すところ

１７日となりました。現在、各事業におきまし

て準備も最終段階にさしかかっており、本日は、

その状況を報告させていただきます。

残された期間、ぬかりなきよう準備を進めて

まいりますので、引き続きよろしくお願いしま

す。

また、それに先立ち９月２９日には一足早く

障がい者アートの祭典が開会します。

県議会及び総務企画委員会の委員の皆さまに

は開会式典への御参加や期間中の御観覧をお願

いしているところであり、開会式典の御参加と

あわせてどうぞよろしくお願いします。

１ページを御覧ください。秋月事業推進課長

開会式・オープニングについては、１０月６日

土曜日の１７時から約２時間を予定し、ｉｉｃ

ｈｉｋｏ総合文化センターグランシアタ等の芸

術文化ゾーンで行います。

プログラムは、①のプロローグから④のエピ

ローグまでの四つの構成とし、その後、歩行者

天国会場で記念アトラクションを行います。

右上を御覧ください。総合司会は女優の賀来

千香子さんです。ＮＨＫアナウンサーとともに

進行します。
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プロローグ演奏曲は、芸術文化短期大学名誉

教授の河野先生が作曲した「響天」です。自然

の神秘的な気配や人の生き生きとした姿などを

イメージした楽曲となっております。

オープニングステージは、演出・振付を担当

している穴井豪さんの指導のもと、一般公募を

含めた総勢３００名以上の出演者が本番に向け

て、最後の仕上げの練習を行っているところで

す。

なお、式典・オープニングステージは、ＮＨ

Ｋ大分放送局が県内生中継を行うこととしてお

り、さらにダイジェスト版が１０月２０日全国

放送される予定です。

２ページを御覧ください。歩行者天国でのイ

ベントについて御説明します。当日は、県立美

術館前の国道を歩行者天国にして、１５時から

２０時３０分まで実施します。

プログラムについては、まず①ですが、１５

時からラジオの公開生放送やアーティストによ

る子ども向けワークショップなどが行われます。

また、お茶席や足湯、ふるまい鍋などによる大

分らしいおもてなしも行いたいと考えておりま

す。

次に②ですが、１７時からは、グランシアタ

で行われる式典等を大型ビジョンで生中継しま

す。そして、その後披露されるオープニングス

テージは、ダンスなどが屋外でも展開されます。

③を御覧ください。オープニングステージ終

了後は、記念アトラクションを行います。デジ

タルアーティストの長谷川章さんによる空間照

明アート「デジタル掛け軸」を大分県立美術館

に投影し、会場を彩ります。そして、幻想的に

彩られた会場の中で、賀来千香子さんやタップ

ダンサーのＨＩＤＥＢＯＨさんが、トークやパ

フォーマンスを行います。さらに、ヴァイオリ

ニストの宮本笑里さん、バンドネオン奏者の小

松亮太さんによるミニコンサートも行われます。

この他、飲食・文化祭関連ブースの設置も行

います。

３ページを御覧ください。フィナーレ・閉会

式です。１１月２５日日曜日の１３時から約３

時間を予定しており、グランシアタで開催しま

す。

プログラムについては、①のフィナーレステ

ージから④のグランドフィナーレまでの四つの

構成となっており、①のフィナーレステージ

「大分の山々巡行」は、大分県芸術文化振興会

議を中心とした実行委員会が、舞踊台本・演出

・振付を担当する藤間蘭黄さんらとともに今準

備を進めているところです。

また、④のグランドフィナーレについては、

ＤＲＵＭ ＴＡＯに演出等をお願いしていると

ころです。

１０月５日まで一般入場者を募集しており、

多くの方々に御応募いただきたいと願っており

ます。

４ページを御覧ください。市町村実行委員会

事業についてです。

今回の大会では、県内市町村を五つのゾーン

に分けまして、テーマに沿った事業を展開して

いくこととしています。

現在準備が進められているところですが、そ

の中から主な事業を御説明します。

まず出会いの場、大分市で開催されます「豊

後ノ國 府内薪能」を御紹介します。

この事業は、観世宗家や狂言方の野村萬斎さ

んなど、一流の能楽師による流派を超えた能楽

公演です。立体造形の老松や多言語字幕サービ

スなど、伝統芸能と最新技術のコラボレーショ

ンも見どころとなっています。

現在、出演予定の子どもたちが月２回のペー

スで練習に励んでおり、老松の制作も順調に進

んでいるところです。

その下、祈りの谷、宇佐市の「神と仏の祭

典」を御紹介します。

この事業は、デジタルアートや竹灯籠等、宇

佐神宮を舞台に光のアートを展開するとともに、

雅楽とダンスで祈りの文化を表現するものです。

現在、竹灯籠の制作や、市内小中学生による

「願い事カード」の作成が進んでいます。また

先月には若者に人気のダンサーＥＸＩＬＥのＵ

ＳＡさんの出演も決定したところです。

右上、豊かな浦、津久見市の地球の歴史と繋

がる宇宙ロマンを御紹介します。
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この事業は全国の合唱団による「合唱の祭

典」や宇宙をテーマとしたフレスコ画の展示、

宇宙塵が眠る網代島での現地説明会等を行うも

のです。

現在、県内外から１５団体が出演することが

決定しており、地元の「樫の実合唱団」も練習

に励んでいるところです。またフレスコ画の制

作も完了し、展示に向けた最終調整を行ってい

ます。

そのほか、耕す里では豊後大野市の「巨大寝

ころび招き猫」、水の森では九重町の舞台公演

「大河を遡る」など、県内各地の市町村で、地

域住民も巻き込みながら、展示物の制作やステ

ージ練習が大詰めを迎えています。

続きまして、障がい者アート事業について御

説明します。

５ページ目の展示事業の一番上、障がい者ア

ートの祭典の①大分の障がい者アートの歩みに

ついてです。

１０月６日の開幕に先立ち、９月２９日から

県立美術館で開催されるこの展覧会は、県内の

障がい者が制作した数々の作品を御覧いただけ

ます。

平成８年から始まり、障がい者の創作活動の

発表の場として定着しているときめき作品展の

大賞受賞作品をはじめ、障がい者福祉施設や特

別支援学校等を訪問調査する中で見つけた優れ

た作品、髙山辰雄賞ジュニア美術展に特別支援

学校から出品された中から入賞作品を展示しま

す。

そのほか、全国からの公募作品や国際コンク

ールの入選作品、直接触ることができる作品な

ど多彩な作品を御覧いただけます。

次に、６ページ目をお願いします。

下から二番目の二重マル、誰でも楽しめる映

画館についてです。

劇場での暗さや大きな音等に対する不安、周

囲に迷惑をかけるのではないかといった心配か

ら、劇場鑑賞を控えている障がい者とその御家

族を対象に行うイベントです。実際の映画館で、

照明の明るさや音の大きさ、移動支援など様々

な鑑賞サポートを行い、安心して楽しんでいた

だく上映会を実施します。

次に、７ページ目をお願いします。

一番下の全国連携事業についてです。

全国の関係者にお集まりいただき、先進事例

の紹介や意見交換を行う障がい者アートフォー

ラムを開催します。

基調講演には、障がい者アートのボランティ

アを長年続けている、東ちづるさんを講師とし

てお迎えするほか、全国各地で活躍されている

支援者等によるパネルディスカッションや発表

の場づくり、商品化等をテーマとした分科会を

行います。

こうした取組により、アートを通じた障がい

者の自立と社会参加を促進してまいりたいと考

えています。

観光・おもてなしについ岡田企画・広報課長

て御説明させていただきます。

資料８ページをお開きください。

今回の文化祭においては、重点的取組の一つ

として、文化祭事業にあわせて地域の食や体験

を組み込んだカルチャーツーリズムを推進して

います。昨年度から、素材調査やブロック別検

討会等を実施してきましたが、７月からトラベ

ルセンターでバスツアーの販売を開始していま

す。各ゾーンを周遊するツアーやアートガイド

付きのツアーなど多くのコースを設定しており、

新聞折り込みチラシ等でお知らせしているとこ

ろです。また、障がいのある方にも参加しやす

いツアーも用意しましたので、ぜひ、多くの方

に参加いただきたいと考えています。

また、新たな取組として、スマートフォンの

アプリを利用したスタンプラリーも実施します。

県内の多くの企業等に御協力をいただき、４０

０名以上に豪華景品が当たる企画となりました

ので、これについても、多くの方に御参加いた

だき、文化祭事業とあわせて県内の周遊をお楽

しみいただきたいと思います。

次に、おもてなしの取組です。まず、ボラン

ティアについてですが、運営をお手伝いいただ

くために３２０名の募集をしたところ、定員を

上回る３６０名以上の申込みをいただきました。

８月には、おもてなしについての研修を実施し
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たほか、９月には、担当業務別の説明会を実施

することとしています。

また、市町村担当者や宿泊事業者職員へおも

てなし研修を実施し、今回の文化祭に多数訪れ

ることが予想される、障がいのある方に対する

心遣い等について学ぶ機会を設けました。さら

に、多くの方をお迎えするであろうタクシード

ライバーに対しても、ユニバーサルドライバー

研修の開催を支援するなどの取組を行ってきま

した。

次に、資料９ページを御覧ください。タクシ

ーについては、県内全ての車両に文化祭のおも

てなしステッカーをお配りしています。これは、

タクシー協会それから個人タクシーにもお配り

し、全車貼っていただくようにお願いしていま

す。

さらに、文化祭の概要や障がいのある方への

接遇における留意点等をまとめたおもてなしブ

ックを作成しました。タクシー、バス、宿泊施

設等に配布するほか、運営ボランティアにもお

配りしています。

県外参加者への宿泊や交通の手配を行うトラ

ベルセンターについても、４月に設置して以降、

既に多くの申込みをいただいているところです。

県外からの来場者への案内対応としては、空

港、大分駅及び別府駅に、土日祝日に案内所を

設置し、文化祭情報や観光情報等を提供します。

また、おおいたうつくし推進隊等による美化

活動やプランターの設置等を通じて、おもてな

しの気持ちを伝えていきたいと考えております。

最後に、文化祭開催期間中の危機管理につい

てですが、県から危機管理の基本的考え方を示

して各市町村に説明しており、現在、各市町村

において、会場やイベントの内容に即した危機

管理マニュアルを作成しているところです。

それから、お手元にお配りしているものにつ

いて簡単に御説明します。英語版のＣＵＬＴｒ

ｉｐが完成しました。これから、県内あるいは

県外の関係各所にお配りして、さらに広報活動

を続けていきたいと思っております。

また、広報の関係につきましては、テレビコ

マーシャルが今週から再度復活しております。

来週には、テレビコマーシャルの内容を改めて、

開幕間近のバージョンに変更していきたいと考

えております。それ以外にもラジオＣＭそれか

ら新聞の広告等も開幕に向けて力を入れていき

たいと考えております。

ただいまの報告について、井上（明）委員長

何か御質疑はありませんか。

質疑ではないですが、せっかく吉岡副委員長

これをいただいたんですけど、私たちも車につ

けたりとかして、ＰＲしてもいいんでしょうか

ね。（「それは構いません。」と言う者あり）

ちょっと一つ、これは英語井上（明）委員長

版ができたというのは、日本語版も当然あると。

以前、ＣＵＬＴｒｉｐと岡田企画・広報課長

いう小冊子を作っておりまして、その中から外

国人の方に分かりやすい内容ということでピッ

クアップした事業を今回まとめたものを作成し

ました。ですから、現代アート系と日本の伝統

芸能のものがございます。

カルチャーの旅。井上（明）委員長

はい、そうです。このＣ岡田企画・広報課長

ＵＬＴｒｉｐという表題は前回作ったものと同

じものです。

もういよいよ始まるんだけど、県下阿部委員

どの程度まで広報が行き渡っているという感じ

ですか。

先日、大分市で七夕祭り岡田企画・広報課長

がございました。そのときに商店街の飾り付け

を見させていただいたんですけど、その中でも

大茶会というマークの飾り付けが４か所ぐらい

ございました。また、山車もかなり回っていた

んですけれども、その中にも大茶会の旗を持っ

たりとか、あるいは茶会の赤いマークをつけて

いただいた山車が、こちらから特にお願いした

わけではないんですが、自発的にやっていただ

いているという状況がございました。これは結

構、いろんな方、企業や商店街の方も含めて、

皆さんに伝わってきたのかなという気はしてお

ります。

また、各市町村でも、それぞれの市町村の事

業内容を市報等々でかなり出していただいてい

る現状がございますので、そういったことで各
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市町村の住民の方は、それぞれの地元の事業を

かなり分かっていただいているんじゃないのか

なという気がしております。

最後の追い込みとして、さきほどもちょっと

申し上げましたけれども、テレビコマーシャル

とか、新聞の広告ですかとか、そういうのは最

後にまた頑張って出していきたいとは思ってお

ります。

いずれにしても、始まり出したらど阿部委員

うのこうの言ったってしようがないことですか

ら。始まるまで皆さん方がそれぞれを追い込み

ながら、どんどん広がっていって、もう終わっ

てしまったら、努力をしてくれと言ったってし

ようがないんだからね。

一点だけね、私はいつも言っているんだけど、

さきほど企画振興部の方でこのマークは大分県

の芸短の学生がデザインしたんですよという説

明があったけど、知らない人がたくさんいる。

私もその中の一人なんだけど、大分県立芸術文

化短期大学でありながら知らないね。大変申し

訳ないんだけど、大茶会といったから、何か茶

会があるのかなという、まだそういう思いがあ

る。これが先に出たもんだから、茶会が県下

それぞれであるんだとか、そういうイメージが

ある意味で、いいのか悪いのかは別にして定着

している。そういうところも含め、知っている

ということは、変える余地があるわけだから、

まだまだ、１日であっても、まだ１日あるとい

うぐらいで、ぜひ努力をしてください。よろし

くお願いします。我々もやらなきゃならないん

ですけどね。一緒になってやっていきましょう。

（「ありがとうございます」と言う者あり）

ほかに御質疑もないようで井上（明）委員長

ありますので、諸般の報告を終わります。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

それでは、以上をもちまし井上（明）委員長

て、国民文化祭・障害者芸術文化祭局関係の審

査を終わります。

執行部は、お疲れさまでした。

〔国民文化祭・障害者芸術文化祭局退室〕

これより、内部協議を行い井上（明）委員長

ます。

閉会中における本委員会の所管事務調査につ

いて、お諮りします。

お手元に配付のとおり、各事項について、閉

会中、継続調査を行いたいと思いますが、御異

議はありませんか。

〔「異議なし」という者あり〕

御異議がないので、所定の井上（明）委員長

手続を取ることといたします。

この際、ほかに何かありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

別にないようですので、こ井上（明）委員長

れをもちまして、本日の委員会を終わります。

お疲れさまでした。


